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○○○　会則（例）

（名称及び活動の場）
第1条　本会は、子育てグループ○○○○と称し、主な活動の場を徳島県○○市○○町○○とする。

（目的）
第2条　本会は、すべての子どもたちが、安心して過ごすことができる居場所を確保し、子どもたちを地域で見守り育む、取り組み活動（事業）を行うことにより、○○○することを目的とする。

（事業）
第3条　本会は第２条に規定する目的を達成するために、次の活動（事業）を行う。
（1） 子どもの居場所づくりに関する活動
（2） その他本会の目的を達成するために必要な活動（事業）

（会員）
第4条　本会の会員は、この会の目的に賛同し、参加する者とする。

（役員の構成及び任期）
第5条　本会に次の役員を置く。役員は会員の中から互選するものとする。
（1）  代   表　　○○　○○　
（2） （副代表）　○○　○○　
（3） （監　査）　○○　○○　
２　役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。
３　委員に欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役員の職務）
第6条　代表は、本会を代表し、会務を総括する。
　２　副代表は、代表を補佐し、代表が不在のときは、その職務を代行する。
　３　監査は、本会の活動（業務）状況等を監査する。

（運営会議）
第７条　本会の運営に関する重要な事項を審議決定するための運営会議を置き、会員の出席をもって開催する。
　２　運営会議は代表が招集し、その議長となる。
　３　運営会議は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
（事業に関する実施規定）
第８条　第３条に規定する事業の執行に関し必要な事項は、運営会議の議決を得て別に定める。

（経費等）
第９条　本会の経費は、助成金その他の収入金をもって支弁する。
　２　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（会則の改廃）
第１０条　この会則を改廃しようとするときは、運営会議において出席者の過半数の同意を得なければならない。

（細則）
第１１条　この会則に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は、運営委員会において別に定める。


　附　則
　　この会則は、令和○年○月○日から施行する。



















活動内容が分かる資料





実施場所の外観等

写真

















子どもたちのスペース等


写真

















台所・調理室等

写真











　○チラシ等の添付
